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持続可能な社会の実現をめざし、市民が親しみをもてるような貴重な自然を守り育てるとともに、安

全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を確保し、低炭素、資源循環、自然共生を基調

としたまちづくりを進めます。

政策１ 環境先進都市のまちづくり

目標 持続可能な社会の実現に向けた先進的な取組が進められ、良好な生活環境が整ったまち

施策１ 低炭素社会への転換の推進

節エネルギー、省エネルギー、再生可能エネルギー利用の促進に率先して取り組むとともに、市民、事業

者に対しても、啓発や情報発信を行います。また、開発事業を持続可能な環境まちづくりに誘導します。

施策２ 資源を大切にする社会システムの形成

ごみの発生を抑制し、資源の再使用を促進するとともに、リサイクル率の向上を図るため、市民や事業者

と連携しながら啓発活動を進めます。また、安定的に廃棄物処理を行えるよう、処理施設の計画的な維持管

理・長寿命化を行います。

施策３ 安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進

公害の未然防止や早期解決のため、事業者への助言や指導を行います。また、良好な生活環境の維持や環

境衛生の充実、自然共生への理解の促進を図るため、啓発活動や情報発信などの取組を進めます。

大綱５ 環境
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◆大綱５　環境【建設事業関係（ハード事業）】***********************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

環境部 環境保全課

市民の生活環境に影響を及ぼす、
大気汚染、水質汚濁、騒音・振動
等の監視体制の充実を図り、健康
被害を未然に防止する。

公害測定分析機
等更新費

公害測定分析機
等更新費

公害測定分析機
等更新費

公害測定分析機
等更新費環境監視事業

一般会計

一般会計

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

環境部 資源循環エネル
ギーセンター

大阪湾広域廃棄物埋立処分場の施
設整備及び環境保全対策調査等を
実施している。

建設分担金 建設分担金 建設分担金 建設分担金 建設分担金

一般会計

環境部 事業課

環境部 破砕選別工場

破砕選別工場及び資源リサイクル
センター（くるくるプラザ）にお
いて、施設の長寿命化及び地球温
暖化対策を目的とした基幹的改良
工事等を行う。

発注仕様書作成
及び長寿命化総
合計画の策定

基幹的改良工事 基幹的改良工事

一般会計

広場改修工事等破砕選別工場施設管理事
業

事業課庁舎整備工場及び附属棟等
解体工事に伴い、コンテナ等の啓
発用品を保管するための保管庫の
設置を行う。

啓発用品保管庫
新設工事設計

啓発用品保管庫
新設工事事業課庁舎施設管理事業

大阪湾広域廃棄物埋立処
分場整備事業

環境部 環境保全課

事業活動等に伴う大気汚染、水質
汚濁、騒音・振動、土壌汚染等に
よる公害や有害化学物質等による
環境汚染を未然に防止し、安全な
環境の確保を図る。

測定機器更新費
公害防止対策事業

一般会計

５－１－２　資源を大切にする社会システムの形成

５－１－３　安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

環境部 破砕選別工場

破砕選別工場・資源リサイクルセ
ンター（くるくるプラザ）の維持
管理を行う。

外壁等改修工事

基幹的改良工事 基幹的改良工事破砕選別工場等基幹的改
良事業
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◆大綱５　環境【建設事業関係（ハード事業）】***********************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

環境部 環境保全課

市民の生活環境に影響を及ぼす、
大気汚染、水質汚濁、騒音・振動
等の監視体制の充実を図り、健康
被害を未然に防止する。

公害測定分析機
等更新費

公害測定分析機
等更新費

公害測定分析機
等更新費

公害測定分析機
等更新費環境監視事業

一般会計

一般会計

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

環境部 資源循環エネル
ギーセンター

大阪湾広域廃棄物埋立処分場の施
設整備及び環境保全対策調査等を
実施している。

建設分担金 建設分担金 建設分担金 建設分担金 建設分担金

一般会計

環境部 事業課

環境部 破砕選別工場

破砕選別工場及び資源リサイクル
センター（くるくるプラザ）にお
いて、施設の長寿命化及び地球温
暖化対策を目的とした基幹的改良
工事等を行う。

発注仕様書作成
及び長寿命化総
合計画の策定

基幹的改良工事 基幹的改良工事

一般会計

広場改修工事等破砕選別工場施設管理事
業

事業課庁舎整備工場及び附属棟等
解体工事に伴い、コンテナ等の啓
発用品を保管するための保管庫の
設置を行う。

啓発用品保管庫
新設工事設計

啓発用品保管庫
新設工事事業課庁舎施設管理事業

大阪湾広域廃棄物埋立処
分場整備事業

環境部 環境保全課

事業活動等に伴う大気汚染、水質
汚濁、騒音・振動、土壌汚染等に
よる公害や有害化学物質等による
環境汚染を未然に防止し、安全な
環境の確保を図る。

測定機器更新費
公害防止対策事業

一般会計

５－１－２　資源を大切にする社会システムの形成

５－１－３　安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

環境部 破砕選別工場

破砕選別工場・資源リサイクルセ
ンター（くるくるプラザ）の維持
管理を行う。

外壁等改修工事

基幹的改良工事 基幹的改良工事破砕選別工場等基幹的改
良事業

*******************************************************************************************　◆大綱５　環境【制度等の施策関係（ソフト事業）】

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

－

一般会計

環境基本計画見直し事業

－

アジェンダ２１すいた推
進事業

地球温暖化対策新実行計
画管理運用事業

環境白書作成事業（一般
事務事業）

環境部 環境政策室
一定規模以上の事業について、その事業の実施による環境影響を事前に調査、予測及び
評価を行うとともに環境保全の取組を実施するよう、環境影響評価制度を運用する。

継
続

環境影響評価事務事業

一般会計

環境部 環境政策室

一般会計

環境部 環境政策室
環境の保全及び創造に関する事項について、市長に意見を述べる。また、市長の諮問に
応じ、環境基本計画に関すること等について調査審議を行い、答申する。

継
続

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
事業費（千円）

区分 拡充/縮小の内容

環境部 環境政策室

環境部 環境政策室

環境部 環境政策室

「すいた環境サポーター養成講座」の受講者が、受講後、それぞれの家庭や地域、組織
の中で環境教育を実践するとともに、「すいた環境サポーター」として登録し、ボラン
ティアの担い手や各種イベントへ参画する人材を育成する。

一般会計

一般会計

一般会計

－

環境部 環境政策室

吹田の状況、環境の保全と創造に関する施策の実施状況を明らかにし、公表するために
すいたの環境（環境白書）を発行する。

継
続

吹田市地球温暖化対策新実行計画に基づき、低炭素社会に向けたライフスタイル及び事
業スタイルの転換を図る。

継
続

環境部 環境政策室

－

市の事務事業における環境配慮を徹底するため、ＩＳＯ１４００１の運用で培ったノウ
ハウを活用した独自の環境マネジメントシステム「吹田市役所エコオフィスプラン」の
運用を行う。 継

続
－

環境マネジメントシステ
ム運用事業

環境審議会運営事業

すいた環境サポーター養
成講座運営事業

吹田市環境基本計画を実行性のあるものにし、効果的に施策を推進するため、社会的動
向や環境の変化、本市の状況を踏まえて見直しを行う。

継
続

－

５－１－１　低炭素社会への転換の推進

継
続

－

吹田市第２次環境基本計画を実践し、持続可能な社会の実現を目指す市民、事業者、行
政の三者協働の組織、「アジェンダ２１すいた」の推進を図る。

継
続

－
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◆大綱５　環境【制度等の施策関係（ソフト事業）】********************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

再生資源集団回収実施団
体に対する報償金交付事
業

環境まちづくりガイドラ
イン運用事業

環境部 環境政策室

－

自治会、子供会等の再生資源集団回収実施団体に対して、報償金を支給することで、ご
み減量、資源の有効利用並びにごみ問題の意識向上を図る。

環境まちづくり基金積立
事業

大学等省エネルギーワー
キンググループ推進事業

－

一般会計

環境情報データ収集・解
析事業

環境部 環境政策室

環境部 環境政策室

一般会計

市民・事業者に環境問題について理解と協力を求め、環境に配慮したライフスタイルの
確立やより良い環境づくりに向けた意識の向上を図る。

継
続

一般会計

吹田市第２次環境基本計画改訂版、吹田市地球温暖化対策新実行計画改訂版及び吹田市
役所エコオフィスプランにおいて掲げている市域のエネルギー消費量及び温室効果ガス
排出量の削減目標並びに吹田市役所の事務事業に伴う年間温室効果ガス排出量の削減目
標を達成するための事業など、環境先進都市の実現に向けた環境施策の推進に係る経費
を積み立てる。

継
続

ごみ減量・再資源化啓発
事業

環境部 環境政策室

継
続

環境啓発事業

吹田市役所エコオフィスプランにおいて、「市の事務事業から排出されるＣＯ２排出
量」及び「市の事務事業で使用するエネルギー使用量」の削減目標を掲げており、ＥＳ
ＣＯ事業はエコオフィスプランの目標達成に寄与するものであることから、ＥＳＣＯ事
業実施可否についての調査・検討を行い、令和3年度からのＥＳＣＯ事業開始を目指す。

環境部 環境政策室

ごみの減量や再資源化に対する市民や事業者の意識の向上、自主活動の強化・拡大を図
るため、ごみ減量・再資源化活動の啓発を行う。

継
続

一般会計

環境部 環境政策室

環境部 環境政策室

環境部 環境政策室

新
規

－

－

－

ＥＳＣＯ推進事業

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
事業費（千円）

区分 拡充/縮小の内容

継
続

－

開発の事前協議の一つとして、環境配慮事項について事業者に対して指導・誘導を行
う。

継
続

－

５－１－２　資源を大切にする社会システムの形成

吹田市地球温暖化対策新実行計画に基づき、本市及び市内の大学等による業務部門の省
エネルギー、CO2削減に関する情報交換等を行う。

継
続

－

環境まちづくり影響評価条例や環境まちづくりガイドライン（開発・建築版）の協議に
おいて、開発事業者に対し、積極的にヒートアイランド対策の誘導を図っている。その
施策の成果を把握するため、継続的に市域全体の熱環境調査を実施する。

*******************************************************************************************　◆大綱５　環境【制度等の施策関係（ソフト事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

公共施設から排出される廃乾電池・廃蛍光灯の収集運搬及び処理処分を行う。
継
続

－
公共施設収集運搬委託事
業

一般会計

医療に伴う排出物等・動物の死体収集運搬及び手数料の徴収を行う。
継
続

－
医療に伴う排出物等・動
物の死体収集運搬事業

一般会計

環境部 事業課

環境部 事業課

－

一般会計

廃棄物処理施設の建替等に要する費用を基金に積み立てる。
継
続

－

一般会計

委託により、家庭から排出される一般廃棄物（ごみ）の収集運搬を行う。
継
続

継
続

－

一般会計

一般会計

環境部 環境政策室

環境部 事業課

環境部 事業課

－

一般会計

資源リサイクルセンターを拠点として、循環型社会を構築するための多様な活動を進め
る。

－

環境部 事業課

環境部 環境政策室

環境部 環境政策室

環境部 環境政策室

廃棄物減量等推進員事業

資源リサイクルセンター
事業

廃棄物処理施設整備費積
立事業

継
続

ごみ減量や再資源化などを推進する人材を育成し、地域での分別収集の指導・啓発等の
自主的活動を推進する。

継
続

一般廃棄物処理基本計画
見直し事業（廃棄物減量
等推進審議会運営

公衆便所維持管理事業

家庭系ごみ収集運搬直営
事業

家庭系ごみ収集運搬委託
事業

一般廃棄物の適正な処理を行うために、社会的動向や環境の変化及び本市の状況等を踏
まえて計画を見直す。

継
続

－

高浜神社内公衆便所の維持管理を行う。
継
続

－

一般会計

直営により、家庭から排出される一般廃棄物（ごみ）の収集運搬を行う。
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◆大綱５　環境【制度等の施策関係（ソフト事業）】********************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

再生資源集団回収実施団
体に対する報償金交付事
業

環境まちづくりガイドラ
イン運用事業

環境部 環境政策室

－

自治会、子供会等の再生資源集団回収実施団体に対して、報償金を支給することで、ご
み減量、資源の有効利用並びにごみ問題の意識向上を図る。

環境まちづくり基金積立
事業

大学等省エネルギーワー
キンググループ推進事業

－

一般会計

環境情報データ収集・解
析事業

環境部 環境政策室

環境部 環境政策室

一般会計

市民・事業者に環境問題について理解と協力を求め、環境に配慮したライフスタイルの
確立やより良い環境づくりに向けた意識の向上を図る。

継
続

一般会計

吹田市第２次環境基本計画改訂版、吹田市地球温暖化対策新実行計画改訂版及び吹田市
役所エコオフィスプランにおいて掲げている市域のエネルギー消費量及び温室効果ガス
排出量の削減目標並びに吹田市役所の事務事業に伴う年間温室効果ガス排出量の削減目
標を達成するための事業など、環境先進都市の実現に向けた環境施策の推進に係る経費
を積み立てる。

継
続

ごみ減量・再資源化啓発
事業

環境部 環境政策室

継
続

環境啓発事業

吹田市役所エコオフィスプランにおいて、「市の事務事業から排出されるＣＯ２排出
量」及び「市の事務事業で使用するエネルギー使用量」の削減目標を掲げており、ＥＳ
ＣＯ事業はエコオフィスプランの目標達成に寄与するものであることから、ＥＳＣＯ事
業実施可否についての調査・検討を行い、令和3年度からのＥＳＣＯ事業開始を目指す。

環境部 環境政策室

ごみの減量や再資源化に対する市民や事業者の意識の向上、自主活動の強化・拡大を図
るため、ごみ減量・再資源化活動の啓発を行う。

継
続

一般会計

環境部 環境政策室

環境部 環境政策室

環境部 環境政策室

新
規

－

－

－

ＥＳＣＯ推進事業

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
事業費（千円）

区分 拡充/縮小の内容

継
続

－

開発の事前協議の一つとして、環境配慮事項について事業者に対して指導・誘導を行
う。

継
続

－

５－１－２　資源を大切にする社会システムの形成

吹田市地球温暖化対策新実行計画に基づき、本市及び市内の大学等による業務部門の省
エネルギー、CO2削減に関する情報交換等を行う。

継
続

－

環境まちづくり影響評価条例や環境まちづくりガイドライン（開発・建築版）の協議に
おいて、開発事業者に対し、積極的にヒートアイランド対策の誘導を図っている。その
施策の成果を把握するため、継続的に市域全体の熱環境調査を実施する。

*******************************************************************************　◆大綱５　環境【制度等の施策関係（ソフト事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

環境部 事業課

医療に伴う排出物等・動物の死体収集運搬及び手数料の徴収を行う。
継
続

－
医療に伴う排出物等・動
物の死体収集運搬事業

一般会計

環境部 事業課

公共施設から排出される廃乾電池・廃蛍光灯の収集運搬及び処理処分を行う。
継
続

－
公共施設収集運搬委託事
業

一般会計

環境部 事業課

委託により、家庭から排出される一般廃棄物（ごみ）の収集運搬を行う。
継
続

－
家庭系ごみ収集運搬委託
事業

一般会計

一般会計

環境部 事業課

直営により、家庭から排出される一般廃棄物（ごみ）の収集運搬を行う。
継
続

－
家庭系ごみ収集運搬直営
事業

一般会計

環境部 環境政策室
一般廃棄物の適正な処理を行うために、社会的動向や環境の変化及び本市の状況等を踏
まえて計画を見直す。

継
続

－
一般廃棄物処理基本計画
見直し事業（廃棄物減量
等推進審議会運営）

環境部 事業課

高浜神社内公衆便所の維持管理を行う。
継
続

－公衆便所維持管理事業

環境部 環境政策室

廃棄物処理施設の建替等に要する費用を基金に積み立てる。
継
続

－
廃棄物処理施設整備費積
立事業

一般会計

環境部 環境政策室
資源リサイクルセンターを拠点として、循環型社会を構築するための多様な活動を進め
る。

継
続

－
資源リサイクルセンター
事業

一般会計

環境部 環境政策室
ごみ減量や再資源化などを推進する人材を育成し、地域での分別収集の指導・啓発等の
自主的活動を推進する。

継
続

－廃棄物減量等推進員事業

一般会計

*******************************************************************************************　◆大綱５　環境【制度等の施策関係（ソフト事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

公共施設から排出される廃乾電池・廃蛍光灯の収集運搬及び処理処分を行う。
継
続

－
公共施設収集運搬委託事
業

一般会計

医療に伴う排出物等・動物の死体収集運搬及び手数料の徴収を行う。
継
続

－
医療に伴う排出物等・動
物の死体収集運搬事業

一般会計

環境部 事業課

環境部 事業課

－

一般会計

廃棄物処理施設の建替等に要する費用を基金に積み立てる。
継
続

－

一般会計

委託により、家庭から排出される一般廃棄物（ごみ）の収集運搬を行う。
継
続

継
続

－

一般会計

一般会計

環境部 環境政策室

環境部 事業課

環境部 事業課

－

一般会計

資源リサイクルセンターを拠点として、循環型社会を構築するための多様な活動を進め
る。

－

環境部 事業課

環境部 環境政策室

環境部 環境政策室

環境部 環境政策室

廃棄物減量等推進員事業

資源リサイクルセンター
事業

廃棄物処理施設整備費積
立事業

継
続

ごみ減量や再資源化などを推進する人材を育成し、地域での分別収集の指導・啓発等の
自主的活動を推進する。

継
続

一般廃棄物処理基本計画
見直し事業（廃棄物減量
等推進審議会運営

公衆便所維持管理事業

家庭系ごみ収集運搬直営
事業

家庭系ごみ収集運搬委託
事業

一般廃棄物の適正な処理を行うために、社会的動向や環境の変化及び本市の状況等を踏
まえて計画を見直す。

継
続

－

高浜神社内公衆便所の維持管理を行う。
継
続

－

一般会計

直営により、家庭から排出される一般廃棄物（ごみ）の収集運搬を行う。
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◆大綱５　環境【制度等の施策関係（ソフト事業）】********************************************************************************

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

環境部 資源循環エネル
ギーセンター 吹田市から排出される一般廃棄物のうち燃焼ごみについて、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和４５年（１９７０年）１２月２５日法律１３７）に基づき適正な分別、
保管、運搬、再生、処分を行う。 継

続
－

資源循環エネルギーセン
ター塵芥焼却処理事業

一般会計

環境部 破砕選別工場

破砕選別工場・資源リサイクルセンター（くるくるプラザ）の維持管理を行う。
継
続

－
破砕選別工場施設管理事
業

一般会計

環境部 資源循環エネル
ギーセンター

大阪湾広域廃棄物埋立処分場の施設整備及び環境保全対策調査等を実施している。
継
続

－
大阪湾広域廃棄物埋立処
分場整備事業

一般会計

環境部 資源循環エネル
ギーセンター

資源循環エネルギーセンターの施設管理運営を行う。
継
続

－
資源循環エネルギーセン
ター施設管理事業

一般会計

環境部 事業課

事業所に対して、廃棄物の適正処理を指導する。
継
続

－
事業所減量・資源化指導
事業

一般会計

環境部 事業課
し尿収集及び浄化槽汚泥等搬入車両の受入れ・計量等、事業課業務グループ庁舎の施設
管理運営を行う。

継
続

－
事業課業務グループ庁舎
施設管理事業

一般会計

環境部 事業課
し尿の処理については、一般廃棄物処理計画に基づき２週間に１回の定曜日収集による
し尿収集・運搬計画・実施等に万全を期し、その処理に努める。

継
続

－し尿収集運搬処理事業

一般会計

家庭系ごみの減量・再資源化を促進し、ごみゼロ・循環型社会の構築を進めるため、１
２種分別による排出の徹底を図る。

継
続

－ごみ分別排出啓発事業

一般会計

環境部 事業課

環境部 事業課

事業課庁舎の設備、資器材の維持管理及び庶務に係る経費。
継
続

－事業課庁舎施設管理事業
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◆大綱５　環境【制度等の施策関係（ソフト事業）】********************************************************************************

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

環境部 資源循環エネル
ギーセンター 吹田市から排出される一般廃棄物のうち燃焼ごみについて、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和４５年（１９７０年）１２月２５日法律１３７）に基づき適正な分別、
保管、運搬、再生、処分を行う。 継

続
－

資源循環エネルギーセン
ター塵芥焼却処理事業

一般会計

環境部 破砕選別工場

破砕選別工場・資源リサイクルセンター（くるくるプラザ）の維持管理を行う。
継
続

－
破砕選別工場施設管理事
業

一般会計

環境部 資源循環エネル
ギーセンター

大阪湾広域廃棄物埋立処分場の施設整備及び環境保全対策調査等を実施している。
継
続

－
大阪湾広域廃棄物埋立処
分場整備事業

一般会計

環境部 資源循環エネル
ギーセンター

資源循環エネルギーセンターの施設管理運営を行う。
継
続

－
資源循環エネルギーセン
ター施設管理事業

一般会計

環境部 事業課

事業所に対して、廃棄物の適正処理を指導する。
継
続

－
事業所減量・資源化指導
事業

一般会計

環境部 事業課
し尿収集及び浄化槽汚泥等搬入車両の受入れ・計量等、事業課業務グループ庁舎の施設
管理運営を行う。

継
続

－
事業課業務グループ庁舎
施設管理事業

一般会計

環境部 事業課
し尿の処理については、一般廃棄物処理計画に基づき２週間に１回の定曜日収集による
し尿収集・運搬計画・実施等に万全を期し、その処理に努める。

継
続

－し尿収集運搬処理事業

一般会計

家庭系ごみの減量・再資源化を促進し、ごみゼロ・循環型社会の構築を進めるため、１
２種分別による排出の徹底を図る。

継
続

－ごみ分別排出啓発事業

一般会計

環境部 事業課

環境部 事業課

事業課庁舎の設備、資器材の維持管理及び庶務に係る経費。
継
続

－事業課庁舎施設管理事業

*******************************************************************************************　◆大綱５　環境【制度等の施策関係（ソフト事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

環境部 地域環境課
吹田市有墓地における使用許可証発行等の事務手続き及び墓地内の除草、修繕業務等に
よる適切な墓地管理を行う。

継
続

－市有墓地管理事業

一般会計

環境部 地域環境課
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、大阪府知事から指
示された感染症の発生場所及び二次感染の恐れのある場所の消毒を行う。

継
続

－感染症予防事業

一般会計

環境部 地域環境課

狂犬病予防法に基づく飼犬登録業務及び狂犬病予防注射済票交付業務を行う。
継
続

－狂犬病予防事業

一般会計

環境部 地域環境課
市内の公共施設等で発生するハエ、蚊、ゴキブリ等の衛生害虫、ユスリカ等の不快害
虫、毒毛虫やセアカゴケグモ等の危険害虫、ねずみ族等の駆除及び蜂の巣の除去を行
う。 継

続
－衛生害虫等駆除事業

一般会計

環境部 環境政策室
森林法に基づき、都道府県が計画する地域森林計画の対象となっている民有林につい
て、市町村森林整備計画を策定するとともに、森林病害虫等防除法に基づき、森林病害
虫の防除等の保全事業を実施する。 継

続
－森林保全事業

一般会計

環境部 環境政策室
市民が生物多様性の保全を理解し、生物多様性の保全に配慮したライフスタイルを実践
することを目指し、啓発等を行う。

継
続

－
生物多様性保全施策推進
事業

一般会計

環境部 環境政策室 国の第５次環境基本計画に掲げられている「地域循環共生圏」を構築するため、吹田市
木材利用基本方針に基づき、まずは能勢町産材をはじめとした木材を本市公共施設等へ
利用するためのガイドラインを作成するための検討会を立ち上げ、能勢町産材等の利用
についての仕組み作りを検討する。

新
規

－地域循環共生圏構築事業

一般会計

環境部 破砕選別工場
市が収集した大型複雑ごみ、小型複雑ごみ、資源ごみ及び有害危険ごみの中から資源化
できるものを選別し、焼却対象ごみの減量及び資源化率の向上を目指す。

継
続

－ごみ処理事業

一般会計

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
事業費（千円）

区分 拡充/縮小の内容

５－１－３　安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進
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◆大綱５　環境【制度等の施策関係（ソフト事業）】********************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

環境部 地域環境課
ポイ捨て防止等に関する啓発活動や路上喫煙禁止地区内に設置する喫煙所の適切な維持
管理を行うことで喫煙者のルールある喫煙マナ－に関する意識を向上させ、もって市民
全体の環境美化意識の向上を図る。 継

続
－環境美化清掃委託事業

一般会計

環境部 地域環境課

市内で発見されたアライグマ等危険動物の捕獲及び処分を行う。
継
続

－
アライグマ等危険動物捕
獲事業

一般会計

環境部 地域環境課
屋外広告物の適正な掲出の指導、啓発事業、違法屋外広告物の撤去通告、及び吹田市違
法簡易広告物撤去活動員制度を実施する。

継
続

－看板撤去関係事業

一般会計

環境部 地域環境課 市民・事業者と連携しポイ捨て防止等のキャンペーンの実施や、市民への清掃用具の貸
与、環境美化推進重点地区、路上喫煙禁止地区（以下、「禁止地区等」という。）を含
む吹田市内全域の道路等におけるポイ捨て防止や喫煙者等への指導・啓発等を行うこと
で、環境美化の推進を図る。

継
続

－環境美化啓発事業

一般会計

環境部 地域環境課
やすらぎ苑の火葬執行業務、その他火葬執行に伴う関連業務及び医療に伴う排出物等・
動物の死体の焼却等を実施する。また、やすらぎ苑の火葬業務が円滑に行えるよう、施
設の管理を行う。 継

続
－やすらぎ苑事業

一般会計

環境部 地域環境課
中高層建築物の建築に係る建築主と関係住民との紛争を未然に防止し、また、紛争が起
きた場合、あっせん及び調停を行う。

継
続

－
中高層建築物に係る指
導・紛争調整事務事業

一般会計

環境部 地域環境課
本市の善良な風俗を保持することを目的として、旅館営業に対して必要な規制を加え
る。

継
続

－旅館営業規制事務事業

一般会計

環境部 地域環境課
近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう、空地の管理者等に対し、空地が良好に管
理されるよう指導を行う。

継
続

－空地管理事業

一般会計

環境部 地域環境課
猫の避妊・去勢手術費の一部を補助し、不要な繁殖を防止し、また、不幸な猫の減少を
図ることで、市民や社会に対する迷惑等を防止するとともに、市民の動物愛護の意識高
揚を図る。 継

続
－

飼い猫等避妊・去勢手術
補助事業

一般会計
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◆大綱５　環境【制度等の施策関係（ソフト事業）】********************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

環境部 地域環境課
ポイ捨て防止等に関する啓発活動や路上喫煙禁止地区内に設置する喫煙所の適切な維持
管理を行うことで喫煙者のルールある喫煙マナ－に関する意識を向上させ、もって市民
全体の環境美化意識の向上を図る。 継

続
－環境美化清掃委託事業

一般会計

環境部 地域環境課

市内で発見されたアライグマ等危険動物の捕獲及び処分を行う。
継
続

－
アライグマ等危険動物捕
獲事業

一般会計

環境部 地域環境課
屋外広告物の適正な掲出の指導、啓発事業、違法屋外広告物の撤去通告、及び吹田市違
法簡易広告物撤去活動員制度を実施する。

継
続

－看板撤去関係事業

一般会計

環境部 地域環境課 市民・事業者と連携しポイ捨て防止等のキャンペーンの実施や、市民への清掃用具の貸
与、環境美化推進重点地区、路上喫煙禁止地区（以下、「禁止地区等」という。）を含
む吹田市内全域の道路等におけるポイ捨て防止や喫煙者等への指導・啓発等を行うこと
で、環境美化の推進を図る。

継
続

－環境美化啓発事業

一般会計

環境部 地域環境課
やすらぎ苑の火葬執行業務、その他火葬執行に伴う関連業務及び医療に伴う排出物等・
動物の死体の焼却等を実施する。また、やすらぎ苑の火葬業務が円滑に行えるよう、施
設の管理を行う。 継

続
－やすらぎ苑事業

一般会計

環境部 地域環境課
中高層建築物の建築に係る建築主と関係住民との紛争を未然に防止し、また、紛争が起
きた場合、あっせん及び調停を行う。

継
続

－
中高層建築物に係る指
導・紛争調整事務事業

一般会計

環境部 地域環境課
本市の善良な風俗を保持することを目的として、旅館営業に対して必要な規制を加え
る。

継
続

－旅館営業規制事務事業

一般会計

環境部 地域環境課
近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう、空地の管理者等に対し、空地が良好に管
理されるよう指導を行う。

継
続

－空地管理事業

一般会計

環境部 地域環境課
猫の避妊・去勢手術費の一部を補助し、不要な繁殖を防止し、また、不幸な猫の減少を
図ることで、市民や社会に対する迷惑等を防止するとともに、市民の動物愛護の意識高
揚を図る。 継

続
－

飼い猫等避妊・去勢手術
補助事業

一般会計

*******************************************************************************************　◆大綱５　環境【制度等の施策関係（ソフト事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

環境部 環境保全課

旧環境監視庁舎の維持管理を行う。
継
続

－
旧環境監視庁舎施設維持
管理事業（施設維持管理
事業）

一般会計

下水道部 水循環室

市内の河川について、河川管理者と連携し、都市環境機能の向上を図る。
継
続

－河川親水環境事業

一般会計

環境部 環境保全課
市民の生活環境に影響を及ぼす、大気汚染、水質汚濁、騒音・振動等の監視体制の充実
を図り、健康被害を未然に防止する。

継
続

－環境監視事業

一般会計

環境部 環境保全課
事業活動等に伴う大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、土壌汚染等による公害や有害化学
物質等による環境汚染を未然に防止し、安全な環境の確保を図る。

継
続

－公害防止対策事業

一般会計

環境部 環境保全課

南吹田地域に広がる汚染地下水について、汚染拡散防止及び浄化対策を行う。
継
続

－
南吹田地下水汚染対策事
業

一般会計

環境部 地域環境課
市民のための簡素にして低廉・厳粛な葬儀の規格を設定し、市長が指定した葬儀業者
が、吹田市指定葬儀業者として規格葬儀を実施する。

継
続

－規格葬儀事業

一般会計

環境部 環境保全課
飲用水の安全確認により飲用水等の使用者の健康を確保するため、水道法等に基づく専
用水道等の布設確認や施設管理者に施設を適正に維持管理させ、管理状況を報告させる
とともに立入検査により改善等の指導を行う。 継

続
－

専用水道・簡易専用水道
等衛生管理指導事業

一般会計
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